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停止を受けていないこと。

(5)不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）第２２条の規定に基

づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。

(6)業務を履行する不動産鑑定士が不動産の鑑定評価に関する法律第４０条第１項又は

第２項の規定による懲戒処分（戒告を除く。）を受けていないこと。

(7)不動産の鑑定評価に関する法律第４１条の規定による処分（戒告を除く。）を受け

ていないこと。ただし、地域を限定して同条の規定による業務の停止を命ぜられた場

合において、当該地域が本業務の評価対象地域に含まれていないときは、この限りで

はない。

(8)京都府内に業務を履行する不動産鑑定士が恒常的に常駐する本店、支店又は営業所

等が存すること。

(9)福知山河川国道事務所長から企画競争実施にかかる説明書の交付を受けた者である

こと。

(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、

国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているもので

ないこと。

３．特定するための評価基準

下記により評価し、評価の合計点数の上位から２者特定する。

(1)地価公示標準地の評価等に関する実績

(2)地価調査基準地の評価等に関する実績

(3)鑑定評価実績

公共用地取得に係る鑑定評価実績、一般鑑定評価実績 等

(4)業務実施方針

評価対象地域の地域動向、鑑定評価額を求めるために用いる鑑定手法、鑑定評価報

告書の作成方針及び記載事項に関する留意事項 等

(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

４．手続等

(1)担当部局

〒６２０－０８７５ 京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所経理課 専門官

電 話：０７７３－２３－４９２０

ＦＡＸ：０７７３－２３－０４５９

(2)説明書の交付期間、場所及び方法

①期間：令和３年２月２６日から令和３年３月１２日までの毎日

９時００分から１６時００分まで。

ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に

規定する行政機関の休日（以下、「行政機関の休日」という。）を除く。

②場所：(1)に同じ。

③方法：書面により交付を行う。なお、郵便（着払）による交付を希望する場合は

(1)に問い合わせること。

(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法



- 3 -

①期限：令和３年３月１５日（月） １６時００分

②場所：(1)に同じ。

③方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）

ただし、持参による場合は、行政機関の休日を除く、期限内の９時３０分か

ら１６時００分に持参すること。

(4)企画提案に関するヒアリングの有無

ヒアリングは実施しない。

５．その他

(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口 ４．(1)に同じ。

(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

(4)提出された企画提案書は、当該提出者に無断で２次的な使用は行わない。

(5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、

記載を行った提出者に対して指名停止を行うことがある。

(6)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求が

あった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。

(7)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであ

るが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではな

い。

(8)本業務は令和３年度予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであ

り、予算成立の事情により本業務の履行期間を変更する場合や取りやめる場合がある。

(9)その他の詳細は説明書による。


